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公設認定こども園の今後の方向性について 

 

１ 趣旨 

  本区では、平成２９年４月１日から、幼保連携型認定こども園「八広認定こども園」及

び「たちばな認定こども園」を設置・運営し、幼児教育の質の向上を図ってきたところで

ある。これに関して、両園でのこれまでの運営や、保育環境、社会情勢の変化を踏まえ、

今後の方向性について定める。 

 

２ 現在の公設認定こども園について 

（１）経緯 

   就学前の教育・保育を一体として捉え、一貫して提供する枠組として、国が平成１８

年度から制度化したものが「認定こども園」制度である。就学前の子どもに幼児教育・

保育を提供すること、及び地域における子育て支援機能を有することがその特色である。 

 平成２７年度に本格施行された国の「子ども・子育て支援新制度」の目的として、①

質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供、②保育の量的拡大・確保、教育・保

育の質的改善、③地域の子ども・子育て支援の充実が掲げられていたことから、本区で

は、これらのことを推進していくため、平成２９年４月に２園の公設認定こども園（八

広・たちばな）を開園した。 

（２）認定こども園としての主な取組  

  ア 教育的保育プログラムの提供 

   イ 保育士の教育研究活動 

   ウ 教育委員会事務局による園巡回 

   エ 地域における子育て支援事業 

 

３ 保育環境や社会情勢の変化について 

（１）教育と保育を一体的に行っていくことの定着 

   八広・たちばな両園は、公開保育等により、区内保育士の学びの場となってきた。 

保育士が教育的視点を持ちながら、日常の保育現場における生活や遊びの中で、子ど

もの資質や能力を育んでいくこと及び子どもたちの生きる力や学習へ向かう意欲など土

台となる力を育んでいくことを意識した保育を行うことにより、教育と保育を一体的に

行っていくことの定着が図られている。 

（２）「保育所保育指針」等の改定後の保育所における幼児教育の推進 

平成３０年に、国が「保育所保育指針」「幼稚園教育要領」「幼保連携型認定こども園

教育・保育要領」を同時に改定し、「幼児教育を行う施設として共有すべき事項」とし

て、「育みたい資質・能力」及び「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」がそれぞれ

に共通して示された。 

この改定により、幼児教育が積極的に位置付けられたため、保育所においても、日常



の保育の中で、幼児教育の推進・充実を図っている。 

（３）１号認定児童の定員枠 

八広・たちばな両園では、待機児童問題が社会問題化していたことを受けて、１号認

定児童（教育標準時間認定･満３歳以上）の定員枠を設定しないかたちで運営を行って

きた。現状の保育需要率等を踏まえると、今後も引き続き、１号認定児童の定員枠の設

定は困難な状況である。 

（４）区内の私立認定こども園の開園 

   現在、区内では、私立の幼保連携型認定こども園として２園の運営が行われている。

いずれも、就学前の教育・保育を一体として捉え、一貫して提供する枠組をもった運営

がされており、また、１号認定児童の受入れもなされている。 

（５）幼保連携型認定こども園における任用制度等の変更 

特別区全体における共通事項として、任用制度等の変更が予定されている。このこと

により、公設認定こども園と公設保育所間の組織の硬直化等が生じることの懸念がある。 

 

４ 公設認定こども園の今後の方向性について 

（１）認可保育所への移行 

「３ 保育環境や社会情勢の変化」を踏まえ、公設保育所全園が一体的に、幼児教育

の充実を含めた保育の「質」の向上を果たしていくため、令和７年度からは、「八広認

定こども園」及び「たちばな認定こども園」を認可保育所へ移行する。 

八広・たちばな両園の保護者には、認可保育所への移行に関して十分に説明を行うと

ともに、移行後においても、各園にて、現状の教育・保育環境に変化が生じないよう対

応を図っていく。 

（２）認可保育所移行後の公設保育所の保育運営 

   八広・たちばな両園を拠点とし、現状を更に発展させていくかたちで、公設保育所全

園において共通的・一体的に「子ども・子育て支援新制度」の目的でもある、①質の高

い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供、②保育の量的拡大・確保、教育・保育の質

的改善、③地域の子ども・子育て支援の充実に向けた取組を行っていく。 

 小学校就学前の子どもに対する教育・保育及び保護者に対する子育て支援の総合的な

提供を推進していくため、「２（２）認定こども園としての主な取組」に関しては、八

広・たちばな両園において、引き続き、同様の取組を実施していくとともに、他の公設

保育所においても、適宜、実施を図っていくこととする。 

 

５ 今後の予定（案） 

（１）令和６年９月  「墨田区認定こども園条例」を廃止する条例及び「墨田区保育所           

条例」の一部を改正する条例の提案 

（２）令和７年４月  認可保育所としての運営開始 


